河川敷地の一時使用届出書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年６月９日　
  国土交通省関東地方整備局

　甲府河川国道事務所　富士川上流出張所長　殿
　　　　　　　　　　　　　届出者　住　所　山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１６３９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　  氏　名　山梨県ドローンビジネス協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　相澤輝雄　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　０５５６－２０－８０８８
下記の通り、河川敷地を使用しますので届出します。
記

１　河川の名称　　　　  富士川水系　長澤川　　左・右岸

２　使 用 目 的　　　　 ドローンビジネス協議会会員によるドローンの飛行訓練
３　使 用 場 所　　　 　富士川町青柳町地先
４　使 用 面 積       　　0.12㎢
５　使用内容  　  　 ・実施スケジュール　１０時開始
　　及び実施方法　　　　　　　　　　　　　　　 １２時終了
　　　　　　　　　　　　・参加人数　２人
６　使 用 期 間       令和７年６月３０日から　令和７年６月３０日まで

７　実施責任者及び　　住所　山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１６３９－１
緊急連絡先　　　　氏名　山梨県ドローンビジネス協議会　事務局　海野
　　　　連絡先　０５５６－２０－８０８８
　　　　FAX　　 ０５５６－２０－８０８９
　　　　　　　　　　　　
	


　本件は自由使用の範疇でおこなわれるものですが、付近住民や他の河川使用者などに影響を与える可能性があるため、河川管理者に使用実態を届け出るものであり、本件の使用が他の自由使用に優先するなどの権利は発生するものではないことは承知しています。
　なお、河川の使用にあたっては、以下の注意事項を遵守します。
〈注意事項等〉
１　使用が原因し、河川管理施設を損傷したときは、すみやかに貴職に届け出て、その指示に従います。また、使用が原因し、第三者に損害を与えた場合は、自らの責任において解決にあたります。
２　使用について貴職から河川管理上の指示があった場合は、これに従います。
３　使用中は安全対策及び環境対策等に万全を期すとともに、使用後は原状回復をおこない、ゴミを持ち帰るなど河川の清潔の保持に努めます。
４　届出の内容を変更しようとするときは、改めて貴職に届け出ます。
５　自動車等の乗り入れは、河川管理者の指示に従います。
６　使用中は、気象情報に注意し、出水などの恐れがある場合は、
	   自らの責任において対処します。
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